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第3節 ごみ処理施設の事業方式 

ごみ処理施設の事業方式について以下のとおり整理します。 

 

(1) ごみ処理施設の事業方式の種類及び概要 

ごみ処理施設の事業方式は、従来方式と言われる、公共が起債や交付金等により自ら資金

調達し、施設の設計・建設を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営を自ら行う公設公営

（ＤＢ）方式の他、公共が自ら資金調達し、施設の設計・建設、維持管理・運営を包括的に

民間事業者に委託する公設民営（ＤＢＯ等）方式、民間事業者が自ら資金調達を行い、施設

の設計・建設、維持管理・運営を行う民設民営（ＰＦＩ）方式があります。 

各事業方式の概要及び市、民間の役割を表 31 に整理します。 
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表 31 各事業方式の概要及び市、民間の役割 

事業 

手法 

事業

方式 
概 要 

土地購入 

／所有 

運営期間

の所有権 
資金調達 

設計業務

の発注元 

建設業務

の発注元 

施設運営

実施主体 

公
設
公
営 

Ｄ 
Ｂ 

市が自ら資金調達のうえ、設計・建設を

民間事業者に一括発注し、維持管理・運

営は市が実施する方式。 

市 市 市 市 市 市 

公
設
民
営 

Ｄ 
Ｂ 
＋ 
Ｏ 

市が自ら資金調達のうえ、設計・建設を

民間事業者に一括発注し、維持管理・運

営は別途民間事業者に委託する方式。 

維持管理・運営は複数年度の委託。 

市 市 市 市 市 民 

Ｄ 
Ｂ 
Ｏ 
※1 

市が自ら資金調達し、設計・建設、維持

管理・運営を民間事業者に請負・委託で

一括発注する方式。 

設計・建設は設計建設事業者、維持管

理・運営はＳＰＣ※5が実施。 

市 市 市 市 市 民 

Ｄ 
Ｂ 
Ｍ 

市が自ら資金調達し、設計・建設、維持

管理までを民間事業者に請負・委託で発

注し、運転管理を市が実施する方式。 

市 市 市 市 市 民 
（メンテのみ） 

Ｄ 
Ｂ 
Ｍ 
＋ 
Ｏ 

市が自ら資金調達し、設計・建設、維持

管理までを民間事業者に請負・委託で発

注し、運転管理を別発注する方式。 

市 市 市 市 市 民 
（メンテのみ） 

民
設
民
営(

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法) 

Ｂ 
Ｔ 
Ｏ 
※2 

民間事業者が自ら資金調達のうえ、設

計・建設し、施設完成直後に市に所有権

を移転し、民間事業者が維持管理・運営

を行う方式。 

ＳＰＣ※5が一括して業務を実施。 

市 市 民 民 民 民 

Ｂ 
Ｏ 
Ｔ 
※3 

民間事業者が自ら資金調達のうえ、設

計・建設、維持管理・運営を行い、事業

終了後に市に所有権を移転する方式。 

ＳＰＣ※5が一括して業務を実施。 

市 民 民 民 民 民 

Ｂ 
Ｏ 
Ｏ 
※4 

民間事業者が自ら資金調達のうえ、設

計・建設、維持管理・運営を行い、事業

終了時点で民間事業者が施設を解体・撤

去する等の事業方式。 

ＳＰＣ※5が一括して業務を実施。 

市 

or 

民 

民 民 民 民 民 

※1 Ｄ：Design（設計）、Ｂ：Build（建設）、Ｏ：Operate（維持管理・運営）の略。 

※2 Ｂ：Build（建設）、Ｔ：Transfer（移転）、Ｏ：Operate（維持管理・運営）の略。 

※3 Ｂ：Build（建設）、Ｏ：Operate（維持管理・運営）、Ｔ：Transfer（移転）の略。 

※4 Ｂ：Build（建設）、Ｏ：Own（所有）、Ｏ：Operate の略。 

※5 Special Purpose Company の略。特別目的会社。ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。ＰＦＩでは、市募提

案する共同企業体（コンソーシアム）が、新会社であるＳＰＣを設立して、建設から管理運営にあたることが多い。 

※6 表の太枠は、市が民間事業者へ一括して発注する範囲を表す。 
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(2) 各事業方式の概要 

① 公設公営方式（従来方式）：ＤＢ方式 

市が主体となり、起債や交付金等の活用により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達し

た上で、設計・建設業務を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営を市が実施する方式で

す。運営は、直営または短期間の委託が一般的で、施設は市が所有します。 

 

表 32 ＤＢ方式の概要 

方式 公設公営方式 

概要 

 

メリット 
  公共が資金調達から設計・建設及び維持管理・運営の事業主体となるため住民

からの信頼性が高い。 

留意点   財政支出が平準化されず、費用の低減が難しい。 

 

 

 

 

  

市 

設計・建設企業 

設計建設工事請負契約 

ごみ処理施設 

施設の所有、管理、維持管理・運営（直営または委託） 

 

設計・建設工事 
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② 公設民営方式 

ア ＤＢ＋Ｏ方式（長期包括委託方式） 

施設整備については従来方式と同様に、市が起債や交付金等により、施設整備に必要な

費用を自ら資金調達し、設計・建設業務については設計・建設企業に発注する方式です。

従来方式と異なり、維持管理・運営業務等については、単年度または 10～20 年程度の長

期包括委託により民間事業者に発注するものです。 

 

表 33 ＤＢ＋Ｏ方式の概要 

方式 ＤＢ＋Ｏ方式 

概要 

 

メリット 

  従来方式に比べ、維持管理・運営費の低減が見込まれる。 

  既に施設が竣工している場合や、施設の稼働開始時期などの制約により、ＤＢ

Ｏ方式等の選定が困難な場合に適用可能性が高い。 

留意点   ＤＢＯ方式に比べると費用が高くなる可能性がある。 

  

・
基
本
契
約 

・
運
営
維
持
管
理
委
託
契
約 

 

維持管理・運営 

市 

設計・建設企業 

ごみ処理施設 

施設の所有、管理 

設計建設工事請負契約 

ＳＰＣ 

維持管理・運営企業 

出資・配当 

設計・建設工事 
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イ ＤＢＯ方式 

市が起債や交付金等により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達し、市が所有権を有

したまま、施設の設計・建設から維持管理・運営に至る業務において必要となる全ての業

務について、15～20 年程度の期間、包括的に民間事業者に委託する方式です。 

基本契約において、設計・建設、維持管理・運営を一括で発注する方式です。 

 

表 34 ＤＢＯ方式の概要 

方式 ＤＢＯ方式 

概要 

 

メリット 

  設計・建設と維持管理・運営を事業者（ＳＰＣ）に一括発注するため、設計・

建設と維持管理・運営が一元化され、リスク分担が曖昧になる課題が解消され

る。 

  維持管理・運営費について、財政支出の平準化が可能になるとともに、財政負

担が小さくなる可能性がある。 

留意点   維持管理・運営期間中の制度及び施策変更等への対応は、契約変更が伴う。 

 

  

 

・
基
本
契
約 

・
運
営
維
持
管
理
委
託
契
約 

・
設
計
建
設
工
事
請
負
契
約 

市 

設計・建設企業 

ごみ処理施設 

施設の所有、管理 

ＳＰＣ 

維持管理・運営企業 

出資・配当 出資・配当 

設計・建設、維持管理・運営 
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ウ ＤＢＭ方式、ＤＢＭ＋Ｏ方式 

市が起債や交付金等により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達し、設計・建設、維

持管理までを民間事業者に請負・委託で発注し、運営は直営または委託で実施する方式で

す。 

 

 

表 35 ＤＢＭ方式、ＤＢＭ＋Ｏ方式の概要 

方式 ＤＢＭ方式、ＤＢＭ＋Ｏ方式 

概要 

 

メリット 

  市が主導で運営を行うため、ごみ処理施設の運営に関する技術伝承が可能であ

る。 

  維持管理費について財政支出の平準化が可能になる。 

留意点   運営と維持管理が別となるため、責任の分界点が曖昧となる。 

 

 

  

・
基
本
契
約 

・
維
持
管
理
委
託
契
約 

・
設
計
建
設
工
事
請
負
契
約 

市 

ごみ処理施設 

施設の所有、管理、運営（直営または委託） 

設計・建設、維持管理 設計・建設企業 

維持管理企業 
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③ 民設民営方式（ＰＦＩ方式）：ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式 

民間事業者が独自に資金を調達し、施設の設計・建設、維持管理・運営を行い、公共サー

ビスの対価の支払いにより利益を含めた投資資金を回収する方式です。 

施設の所有形態から、ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式に分類されます。 

 

 

表 36 民設民営方式（ＰＦＩ方式）の概要 

方式 ＰＦＩ方式 

概要 

 

メリット 

  市は資金調達が不要となり、また、ライフサイクルを通じて事業者に責任とリ

スクが移転されるため、理念上では公共民間連携の中では安価での事業実施が

期待できる。 

  民間は設計・建設、維持管理・運営業務を一括して受託することが出来る。 

  金融機関が財務モニタリングの機能を担うことから、安定した財務運営が可能

になる。 

留意点 

  公共と民間のリスク分担について、契約で明確にする必要がある。 

  リスク分担について、民間へのリスクを要求しすぎると応募事業者がいなくな

る可能性がある。 

 

  

 

事
業
契
約 

市 

設計・建設企業 

ごみ処理施設 

施設の所有権：ＢＴＯ⇒市が所有 

       ＢＯＴ⇒ＳＰＣが所有し事業終了後に市に譲渡 

       ＢＯＯ⇒ＳＰＣが所有し事業終了後も譲渡しない 

ＳＰＣ 

維持管理・運営企業 

出資・配当 

請負・委託契約 

出資・配当 

請負・委託契約 

設計・建設及び維持管理・運営 

金融機関 

融資・返済契約 
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ア ＢＴＯ方式 

民間事業者が資金調達、設計・建設を行い、建設した直後に建物の所有権を市に移転し、

その後、契約に基づき民間事業者が維持管理・運営を行う方式です。 

 

イ ＢＯＴ方式 

民間事業者が資金調達、設計・建設及び維持管理・運営を行い、契約期間終了後に建物

の所有権を市に移転する方式です。 

施設の運営期間中の所有権は民間事業者となることから、固定資産税等の負担が生じま

す。 

 

ウ ＢＯＯ方式 

民間事業者が資金調達、設計・建設及び維持管理・運営を行い、契約期間終了後も民間

事業者が施設の所有を継続し、契約の継続または別途定める契約により、施設を解体・撤

去し、更地返還等する方式です。 

施設の運営期間中の所有権は民間事業者となることから、固定資産税等の負担が生じま

す。 

 

④ 民設民営方式：ＢＬＴ方式（Build Lease Transfer）（リース方式） 

民間事業者が資金調達、設計・建設及び維持管理・運営を行い、リース契約により、施設

を市に一定期間リースする方式です。市は、事業期間にわたってリース料を分割で支払いま

す。 

リース方式はＰＦＩ方式と異なり、ＰＦＩ法に準拠しないことが特徴です。 

 

 

 


